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「働き方改革」にどう向き合うか？
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国を挙げて「働き方改革」が叫ばれている。今後
の日本の少子高齢化に対処するには、働き手を

増やす、出生率を上げる、労働生産性を上げることが
必須との共通理解が背景にある。ただ、ちょっと心配
なのは、「働き方改革」という言葉だけが先行して、
自社は何をすべきか、何をしたいかという肝心な議論
が置き去りにされていないかということである。

働    き方改革の目的は、「多様な働き方を選択でき     
る社会の実現」とされているが、現状、その中

心課題と位置付けられているのは、「長時間労働の是
正」である。
　最近、人事関係の勉強会仲間からは、「経営陣から
残業を減らせとだけ言われて苦慮している」との愚痴
をよく聞く。法改正に対応した社内規則の見直しなど
は確かに人事部の仕事だが、それだけで長時間労働が
是正される筈がない。仕事が回らなくなるか、持ち帰
り残業や管理職への負担シワ寄せなどの形でブラック
化するだけである。本来、社内システムの高度化と
か、実効性のある権限移譲とか、陳腐化した管理資料
の大幅スクラップなどとの合わせ技でなければ仕事量
は減らないのだが、縦割り組織なので調整が進まない
と嘆く。
　一方で、長時間労働の是正に対しては、「経営陣の
ノスタルジックな武勇伝のせいで、社内の承認が得ら
れない」との悩みも聞かれる。言われてみれば確かに、
今の経営層は、「24時間戦えますか」の時代を勝ち抜
いてきた世代である。そういう悩みの方には、いま話
題の「残業学」（著者：中原淳＋パーソル総合研究所）
を一読されることをお勧めしたい。約2万人を対象に
した大規模調査データに基づいて、残業の「集中・感

染・遺伝」のメカニズムや、残業と幸福感、残業代と
生活費の問題などを圧倒的な説得力で解明している。

加えて私の率直な感想を言えば、「働き方改革」
の核心は、残業問題よりももっと別のところに

ある気がしてならない。働き方改革の本は巷にあふれ
ているが、違和感や物足りなさを覚えてしまうのはそ
のためだと思う。
　先日ネット上で、「人気ドラマ『下町ロケット』は
ブラック企業礼賛だ」という記事を目にしたが、これ
に対して、多くの読者が自らの働き方への思いをぶつ
けていたのが面白かった。下町ロケットが感動と共感
を呼ぶのは、夢を語るリーダー、活躍の場を得て没頭
する職人、チームでの達成感の共有などなど。こうし
たことがいま多くの職場に欠けている。自分の仕事に
意義を見出せず、誰からも関心を向けられず、ゴール
が見えない中で、ただ歯を食いしばって毎日を送るの
が辛いのだと。
　だとすれば、「働き方改革」の本丸は、働く者の納
得感とモチベーションを高めるために、職場の慣行や
仕事の進め方をどう見直すかということではないだろ
うか。そんな抽象的なことを言われても困るという方
には、「いい仕事とは？いい働き方とは？」をテーマ
に、トップから新入社員まで全員が真剣に議論する場
作りを提案したい。実際にこれに取り組んだ某大企業
の事例を承知しているが、その企画運営を担ったメン
バーの経験談は、池井戸潤ドラマシリーズに勝るとも
劣らないドラマチックなストーリーであった。
　もう一つ、忘れてならないのは、働き方や職場とい
う概念自体が、リモートワークなどの形で大きく変化
しつつあることだ。毎日オフィスに通って、与えられ
たデスクで決まった時間に仕事をするという前提が
徐々に崩れていく。それにつれて住む場所も変わる
し、ライフスタイルが変わる。働き方改革の検討に当
たっては、こうした時代の変化をしっかり念頭に置く
ことも大切である。

「働      き方改革」は、働く者にとって、「生き方改 
革」と言ってもいいくらいの重みを持つ。企

業にとっても、独自性やイノベーションなどの強みを
生み出す源泉となる。働き方改革は、直ちに着手すべ
きテーマであるが、簡単に片づけて済ませられるよう
な話ではないのである。
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　先日、医療費控除の適用を受けるため平成 30 年分所得税の
申告書を e-Tax により提出しましたが、その後に 30 年中に支
払った医療費の新たな領収書が出てきました。この領収書の分
は、来年の申告の時の医療費に入れてよいでしょうか。

　医療費控除は、その年の1月1日から12月31日
までの間に、あなたが自己又は自己と生計を一にす
る配偶者やその他の親族のために支払った医療費が
一定の額を超えるときに受けることができます。
　ご質問の場合は、医療費控除適用を受けた平成30
年分の確定申告が済んだ後に、新たな領収書が見つ
かったということですが、30年中に支払った医療費
を31年分の確定申告における医療費控除の対象にす
ることはできません。提出した確定申告書が間違っ
ていた場合は、次の方法で是正する必要があります。

１ 申告期間中の場合

　税務署では、同じ人から法定申告期限（所得税の
場合は3月15日です。）内に2件以上の確定申告書
が提出された場合には、原則として、一番最後に提
出された申告書を、その人の期限内申告書として取
り扱うことになっています。ご質問の場合は、新た
に見つかった領収書の医療費の額を含めて再計算し
た確定申告書を新たに作成し、法定申告期限までに
税務署へ提出することにより追加で医療費控除を受
けることができます。
　また、最初に提出した申告書の還付額が多過ぎた
場合も同じ方法で正しい申告に直すことができます。

２ 申告期間終了後の場合

⑴  税額を実際より多く申告した場合
　納付すべき額が過大、還付金額または純損失等の
金額が過少な時は、正しい内容を記載した「更正の
請求書」を作成して税務署へ提出します。
　税務署ではその内容を調査し、記載内容が正しい

と認められたときは、その旨の通知を出して納め過
ぎの税金を還付することになります。
　なお、この「更正の請求」は、法定申告期限から
５年以内であれば、いつでも行うことができます。
⑵ 税額を実際より少なく申告した場合
　税額を過少に申告していたことに気付いたときは
正しい内容を記載した「修正申告書」を税務署に提
出して、誤った内容を修正します。
　なお、修正申告をすると、新たに納める税金のほ
かに「過少申告加算税」がかかる場合があります。
この過少申告加算税は、新たに納める税金の10％
（新たに納める税金が50万円を超えている場合は、
超えている部分については15％）相当額ですが、税
務署から何らかの通知がある前に自主的に修正申告
した場合は、50万円までは５％相当額になります。
　また、新たに納める税金の納期限は、修正申告書
を提出した日ですが、法定申告期限から実際に納め
た日までの「延滞税」がかかります。

　法定申告期限ぎりぎりに申告すると、後で誤りに
気がついても期限内に直すことができず、更正請求
書や修正申告書の作成が必要になります。修正申告
の場合は、期限内に直していたらかからない、過少
申告加算税や延滞税など余計な税金を払わなくては
なりません。やはり、申告は「お早めに！」がお得
ですね。まだ申告がお済みでない方はどうぞお早め
にご提出ください。
　より詳しくお知りになりたい方は、武蔵野銀行各
支店の窓口またはぶぎん地域経済研究所へお尋ねく
ださい。
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